
令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
七
号

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
生

活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久





消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
、
法
務
庁
令
、
厚
生
省
令
、
農
林
省
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
注
記
の
区
分
）

（
注
記
の
区
分
）

第
百
九
条

注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し

て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
条

注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し

て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

四
の
二

娣
娣
娣
娣娣

会
計
上
の
見
積
り
に
関
す
る
注
記

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

五
〜
十
七

（
略
）

五
〜
十
七

（
略
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
に
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
に
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

会
計
監
査
人
監
査
組
合
以
外
の
組
合
の
注
記

前
項
第
一
号
、
第
四
号
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
、
第
五
号
及
び

第
十
三
号
に
掲
げ
る
項
目

一

会
計
監
査
人
監
査
組
合
以
外
の
組
合
の
注
記

前
項
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
十
三
号
に
掲

げ
る
項
目

二

（
略
）

二

（
略
）

（
重
要
な
会
計
方
針
に
係
る
事
項
に
関
す
る
注

記
）

（
重
要
な
会
計
方
針
に
係
る
事
項
に
関
す
る
注

記
）

第
百
十
二
条

（
略
）

第
百
十
二
条

（
略
）

２娣

組
合
が
組
合
員
と
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
履

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

行
の
状
況
に
応
じ
て
当
該
契
約
か
ら
生
ず
る
収
益

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
認
識
す
る
と
き
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

項
に
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

一娣

当
該
組
合
の
主
要
な
事
業
に
お
け
る
組
合
員

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
の
契
約
に
基
づ
く
主
な
義
務
の
内
容

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二娣

前
号
に
規
定
す
る
義
務
に
係
る
収
益
を
認
識

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

す
る
通
常
の
時
点

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

三娣

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
組
合

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

が
重
要
な
会
計
方
針
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
た

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

も
の
娣娣娣

（
会
計
上
の
見
積
り
に
関
す
る
注
記
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
百
十
三
条
の
三
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

会
計
上
の
見
積
り
に
関
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

一娣

会
計
上
の
見
積
り
に
よ
り
当
該
事
業
年
度
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

係
る
決
算
関
係
書
類
又
は
連
結
決
算
関
係
書
類

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
そ
の
額
を
計
上
し
た
項
目
で
あ
つ
て
、
翌
事

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

業
年
度
に
係
る
決
算
関
係
書
類
又
は
連
結
決
算

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

関
係
書
類
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

あ
る
も
の

娣
娣
娣
娣
娣

二娣

当
該
事
業
年
度
に
係
る
決
算
関
係
書
類
又
は

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

連
結
決
算
関
係
書
類
の
前
号
に
掲
げ
る
項
目
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

計
上
し
た
額

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三娣

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

げ
る
項
目
に
係
る
会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

関
す
る
理
解
に
資
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

２娣

個
別
注
記
に
注
記
す
べ
き
事
項
（
前
項
第
三
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。）が
連
結
注
記
に
注
記
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

べ
き
事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
個
別

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

注
記
に
そ
の
旨
を
注
記
す
る
と
き
は
、
個
別
注
記

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
お
け
る
当
該
事
項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
）

（
収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
）

第
百
二
十
条
の
二

収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
は
、

組
合
が
組
合
員
と
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行

の
状
況
に
応
じ
て
当
該
契
約
か
ら
生
ず
る
収
益
を

認
識
す
る
場
合
に
お
け
る
収
益
を
理
解
す
る
た
め

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
基
礎
と
な
る
情
報
に
関
す
る
事
項
（
重
要
性
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

乏
し
い
も
の
を
除
く
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣）と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
二

収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
は
、

組
合
が
組
合
員
と
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行

の
状
況
に
応
じ
て
当
該
契
約
か
ら
生
ず
る
収
益
を

認
識
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
と
す

る
。

（
削
る
）

一娣

当
該
組
合
の
主
要
な
事
業
に
お
け
る
組
合
員

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
の
契
約
に
基
づ
く
主
な
義
務
の
内
容

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
削
る
）

二娣

前
号
の
義
務
に
係
る
収
益
を
認
識
す
る
通
常

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
時
点

娣
娣
娣
娣娣

２娣

前
項
に
掲
げ
る
事
項
が
第
百
十
二
条
の
規
定
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

よ
り
注
記
す
べ
き
事
項
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
事
項
の
注
記
を
要
し
な

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
。
娣娣娣

（
新
設
）

３娣

第
一
項

娣
娣
娣
娣娣
の
規
定
に
よ
り
個
別
注
記
に
注
記
す
べ

き
事
項
が
連
結
注
記
に
注
記
す
べ
き
事
項
と
同
一

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
個
別
注
記
に
そ
の
旨
を

注
記
す
る
と
き
は
、
個
別
注
記
に
お
け
る
当
該
事

項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

２娣

前
項
娣娣娣
の
規
定
に
よ
り
個
別
注
記
に
注
記
す
べ
き

事
項
が
連
結
注
記
に
注
記
す
べ
き
事
項
と
同
一
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
個
別
注
記
に
そ
の
旨
を
注

記
す
る
と
き
は
、
個
別
注
記
に
お
け
る
当
該
事
項

の
注
記
を
要
し
な
い
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
百
九
条
第

一
項
第
四
号
の
二
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
百
十
三
条
の
三
の
二
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
関
係
書
類
及
び
連
結
決
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

新
規
則
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
決
算
関
係
書
類
及
び
連
結
決
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




